別記様式第2号（第7条関係）　　　
排水設備設置義務免除許可書


年　　　月　　　日

様

北見市公営企業管理者　　


年　　　月　　　日付けで申請のあった下水道法第10条第1項ただし書の規定に基づく排水設備を設置しない下水の排除については、次のとおり許可します。

	1．工場または事業場の名称
	

	2．工場または事業場の所在地
	

	3．下水の排出口の位置
	

	4．下水の種類
	

	5．公共用水域の名称
	

	6．下水の水量
	

	7．排除の開始を許可する期日
	

	8．許可の条件
	別紙のとおり

	9．その他　
許可の条件に違反したとき、または偽り、その他不正な手段により許可をうけたときは、許可を取り消し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、変更その他の必要な措置を命ずるものとする。
	










許可の条件
下記の許可に付した条件に違反したとき、または偽りその他不正な手段により許可を受けたときは、許可を取り消し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止、変更その他の必要な措置を命ずるものとする。

（1）免除の期間中は免除下水の水量並びに水質の測定を行い、その記録を管理者に毎月1回以上報告し、5年間保存すること。
（2）許可に係る排出口から公共用水域に免除下水以外を排除しないこと。
（3）次の各号に掲げる事項を変更したときは、変更しようとする30日前までに排水設備設置義務免除事項許可申請書を管理者に提出すること。
（ア）免除下水の種類
（イ）免除下水の排出先
（ウ）免除下水の排出量
（4）排出施設の使用を休止し、又は廃止したときは、休止し又は廃止した日から30日以内に排出施設使用の（休止・廃止）届出書を管理者に提出すること。
（5）免除を受けた者の地位を承継した者は、直ちに承継届出書（別記様式第6号）を管理者に提出すること。
（6）関係法令等の改正その他の事由により免除条件を変更する必要がある場合は管理者の指示に従うこと。
（7）水質汚濁防止法等の申請や処分があった際にはその旨を管理者に届けること。
（8）公共用水域への放流については法、水質汚濁防止法、その他関係法令を遵守すること。
（9）免除下水の管理体制を維持すること。
（10）放流先の公共用水域に異常が生じた場合は適切な処置を行い、管理者に届けること。
（11）管理者が行う排出設備及び免除下水の立入検査に協力すること。
（12）将来、許可条件違反等による許可の取消し、その他公共下水道への接続の必要が生じた場合は工事負担金の全てを申請者の負担で行うこと。
（13）大雨等による雨水逆流で排出施設に被害が生じた場合についての責任の一切を申請者で負うこと。
（14）免除下水により公共用水域に損害が生じた場合は、その損害にかかる費用の一切を申請者で負うこと。


